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訪問介護・介護予防訪問型サービス 重要事項説明書 

神奈川県ホームヘルプ協会・〇〇 

           特定非営利活動法人 

           神奈川県ホームヘルプ協会 

           横浜市神奈川区反町3-17-2 

           神奈川県社会福祉ｾﾝﾀｰ5階 

 

 サービスの提供開始にあたり、当事業者が説明すべき重要事項は、次の通りです。 

 

１ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 特定非営利活動法人 神奈川県ホームヘルプ協会 

主たる事業所の所在地 〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町 

3-17-2 神奈川県社会福祉センター5階 

代表者（職名・氏名） 理事長 永井 雅子 

設立年月日 １９８１年４月１７日 

電話番号 ０４５－３２２－２００８ 

 

  事業組織 

 所在地  電話・FAX 

神奈川県ホームヘルプ協会・ 

県央 

海老名市国分南１－２－１６ チサンマンション海老名５０３号室 

Tel 046-240-0887 Fax 046-240-0838 

神奈川県ホームヘルプ協会・ 

大和 

大和市中央１－２－４ レールサイドビル３０１号 

Tel 046-200-3680 Fax 046-200-3681 

神奈川県ホームヘルプ協会・ 

湘南 

藤沢市鵠沼橘１－３－１１ フレックスハウス鵠沼 ２－Ｂ 

Tel 0466-54-5835 Fax 0466-54-5836 

神奈川県ホームヘルプ協会・ 

西湘 

足柄下郡湯河原町土肥 ４－６－３コルムイースト１０２ 

Tel 0465-60-3235 Fax 0465-60-3236 

 

   法人経緯 

 １９８１年４月１７日  「ホームヘルプ協会」発足   

 １９８５年４月     「神奈川県ホームヘルプ協会」として再編成 

 １９９９月９月２２日   特定非営利活動法人（ＮＰＯ）の認可を得る。 

 ２０００年１月４日    介護保険法による指定業者に指定される。 

 

２ 事業所の概要 

事業所の名称 神奈川県ホームヘルプ協会・県央  

サービスの種類 訪問介護 予防訪問型サービス 

事業所の所在地 海老名市国分南 1-2-16 ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ海老名 503 

電話番号 ０４６－２４０－０８８７ 

指定年月日/事業所番号 ２０００年１月４日 1473000162 

管理者の氏名 佐々木智子 

通常の事業の実施地域 海老名市、綾瀬市 

併設サービス 障害福祉サービス、 

助け合いホームヘルプサービス（海老名萩の会） 
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事業所の名称 神奈川県ホームヘルプ協会・大和  

サービスの種類 訪問介護 予防訪問型サービス 

事業所の所在地 大和市中央 1-2-4 ﾚｰﾙｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ 301 

電話番号 ０４６－２００－３６８０ 

指定年月日/事業所番号 ２０１０年１２月１日 1473001780 

管理者の氏名 岡部 和代 

通常の事業の実施地域 大和市 

併設サービス 障害福祉サービス、 

助け合いホームヘルプサービス（大和ほーむへるぷ） 

 

事業所の名称 神奈川県ホームヘルプ協会・湘南  

サービスの種類 訪問介護 予防訪問型サービス 

事業所の所在地 藤沢市鵠沼橘 1-3-11 ﾌﾚｯｸｽﾊｳｽ鵠沼 2-B 

電話番号 ０４６６－５４－５８３５ 

指定年月日/事業所番号 ２０００年 1月４日 1472200417 

管理者の氏名 東ケ崎 三恵子 

通常の事業の実施地域 藤沢市、鎌倉市 

併設サービス 障害福祉サービス、 

助け合いホームヘルプサービス（藤沢ほーむへるぷ） 

 

事業所の名称 神奈川県ホームヘルプ協会・西湘  

サービスの種類 訪問介護 予防訪問型サービス 

事業所の所在地 湯河原町土肥 4-6-3 ｺﾙﾑｲｰｽﾄ 102 

電話番号 ０４６５－６０－３２３５ 

指定年月日/事業所番号 ２００４年 1月１日 1471500312 

管理者の氏名 髙橋 本子 

通常の事業の実施地域 湯河原町、真鶴町、熱海市（泉地区） 

併設サービス 助け合いホームヘルプサービス 

（やがわらほーむへるぷ） 

 

３ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、利用者の居宅において生活全

般にわたる援助又は支援等の適正な指定訪問介護等を提供することを目的とし

ます。 

運営の方針 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、生活全般にわたる援助を、関係市町村、地域の保健・

医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら適切な提供に努めます。 

 

４ 提供するサービスの内容 

訪問介護は、訪問介護員等が利用者宅を訪問し、入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除

等の家事など、日常生活上の援助・支援等を行うサービスです。具体的には、サービスの内容により、

以下の区分に分けられます。 

ご利用者には、以下の表のサービス（該当項目に〇印）を提供しますが、サービス内容の詳細は、

後日作成する「訪問介護計画書」に記載します。 

身体介護 利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高める

ための介助や専門的な援助を行います。 

ア 起床介助、イ 就寝介助、ウ 排泄介助、エ 身体整容、オ 食事介助、カ 衣服の着

脱、キ 身体の清拭(せいしき)・洗髪、ク 入浴介助、ケ 体位交換、コ 服薬介助 

サ 通院･外出介助、シ 身体的見守り、ス 口腔ケア、セ その他（        ） 
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生活援助 家事を行うことが困難な利用者に対して、家事援助を行います。  

ア 調理、イ 洗濯、ウ 住居の掃除･整理整頓、エ 買い物、オ 薬の受取り、カ 衣類

の入れ替えなど、キ その他（      ） 

通院等 

乗降介助 

通院や外出のため、車両への乗車又は降車の介助とあわせて、乗車前・降車後の屋内

外の移動等の介助や、通院先・外出先での受診等の手続きや移動等の介助を行います。 

 

５ 営業日・営業時間及びサービス提供時間 

営業日 

月曜日から金曜日まで 

ただし、国民の祝日（振替休日を含む）と年末年始（12 月 29

日から 1月 3日）を除きます。 

営業時間 午前 9時から午後 5時まで 

サービス提供日・提供時間 月曜日から日曜日まで 午前７時から午後９時まで 

 

６ 事業所の職員体制 

事業所名 県央 大和 湘南 西湘 

管理者 常勤兼務 １ １ １ １ 

非常勤兼務 ０ ０ ０ ０ 

ｻｰﾋﾞｽ提供 

責任者 

常勤兼務 ２ ２ ２ ３ 

非常勤兼務 ０ ０ １ ０ 

訪問介護員 常勤兼務 ２ ３ ２ ３ 

非常勤兼務 １５ １１ １８ ４ 

 

７ 利用料 

（１）訪問介護の利用料 

サービスを利用した場合の利用料は原則として「基本利用料」の１割（一定以上の所得のある方

は２割又は３割）の額です。お支払いいただく「利用者負担金」は、別紙料金表のとおりです。 

ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担

いただきます。 

（２）その他の利用料 

  ア ご希望により通常の事業の実施地域を超えてサービスを受ける場合には、超えた場所からの交

通費を負担していただきます。 

一 通常の事業の実施地域を越えた所から片道概ね 10km 未満 300 円 

二 通常の事業の実施地域を超えた所から片道概ね 10km 以上 10km 毎に 200 円 

  イ 介護保険外のサービスを利用した場合は、全額ご負担いただきます。 

（３）キャンセル料 

利用日の当日にサービス提供をキャンセルした場合は、キャンセル料として１，０００円をお支

払いいただきます。ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル

料は不要とします。 

なお、介護予防でキャンセルが発生した場合は、キャンセル料は徴収いたしません。 

（４）支払方法 

利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求しますので、サービスを利用した月

の翌月にお支払いください。  

なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、次月の請求書に同封します。 

 

８ 緊急時等における対応方法 

  サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の

主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 
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利用者の主治医 医療機関の名称  

（担当医） 

 

所在地  

電話番号 

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄）  

電話番号 

 

 

９ 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市

町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

  併せて、利用者に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき

事由によらない場合は、この限りではありません。 

 

１０ 個人情報の保護等 

事業所が得た利用者又はその家族の個人情報は、事業所での介護サービスの提供以外の目的で

は原則的に利用しませんが、サービス担当者会議でサービス提供に必要な場合には、範囲を限定

して提供します。 

  また、訪問介護員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を、従業者でなくなっ

た後においても保持します。 

 

 

１１ 苦情相談窓口 

（１） サービス提供に関する苦情や相談は、各事業所の窓口（相談室）でお受けします。 

 

（２） サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情 

 

受付 

 

機関 

県央事業所管内 

 

海老名市保健福祉部介護保険課 

介護保険係 
電話 ０４６－２３５－４９５２ 

綾瀬市福祉部高齢介護課 

介護保険担当 
電話 ０４６７－７０－５６３６ 

大和事業所管内 大和市健康福祉部介護保険課 電話 ０４６－２６０－５１７０ 

湘南事業所管内 

藤沢市福祉部介護保険課 
電話 ０４６６－２５－１１１１ 

鎌倉市健康福祉部介護保険課 

介護保険担当 
電話 ０４６７－６１－３９４７ 

西湘事業所管内 

湯河原町介護課 
電話 ０４６５－６３－２１１１ 

真鶴町健康長寿課 
電話 ０４６５－６８－１１３１ 

熱海市長寿介護課介護保険室 
電話 ０５５７－８６－６２８２ 

各事業所共通 

神奈川県福祉子ども未来局福祉部

高齢福祉課監査グループ 
電話 ０４５－２８５－０２３７ 

国民健康保険団体連合会介護保険

課介護苦情相談係 

電話 ０４５－３２９－３４４７ 

 

 

 

１２ 第三者による評価の実施状況等 

第三者による評価の実施状況 実施なし 
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１３ 虐待の防止 

  虐待又は虐待が疑われる事案を発見した場合には、速やかに市町村の相談窓口に通報し、市町村等

が行う虐待等に対する調査等に協力します。 

 

１４ サービス利用にあたっての留意事項 

       サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです 

（１） サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了

解ください。 

① 医療行為及び医療補助行為  

② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い 

 （生活援助として行う買い物等に伴う少額の金銭の取り扱いは可能です） 

③ 家族の方に対する食事の準備 など  

④ ご利用者が不在の場合はサービスを行うことはできません。 

（２）訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。  

（３）体調や容体の急変などによりサービスをキャンセルする時は、できる限り早めに担当の介護支援

専門員又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

（４）地震及び台風・積雪等の悪天候、また交通機関の運行状況等によりサービス提供が困難な場合に

は、やむを得ずサービス提供を中止させていただく場合があります。 
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          令和  年   月   日 

 

 

 

利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を記載した文書を交付して説明しました。 

 

 

 

事 業 者 所在地     「２ 事業所の概要」に記載の住所 

 

事業者（法人）名    特定非営利活動法人神奈川県ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ協会・〇〇 

 

管理者            

 

説明者（サービス提供責任者）  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、上記の重要事項について説明を受け同意し、交付を受けました。 

私は、利用者個人情報の使用について同意します。 

 

 

利 用 者 

  住 所           

 

  氏 名            

 

署名代行者（又は法定代理人） 

 

  住 所           

 

  本人との続柄          

 

  氏 名           

 

立 会 人（        ） 

 

  住 所           

 

   氏 名           

 


